
事 務 連 絡

平成１７年１１月２２日

都道府県

各 指定都市 介護保険・老人保健事業担当課 御中

中 核 市

厚生労働省老健局老人保健課

基本チェックリストの活用等について

介護保険及び老人保健事業の推進につきましては、日頃よりご協力いただき感謝申し

上げます。

さて、地域支援事業における介護予防事業の内容については、平成１７年９月２６日

に開催しました全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料にてお示ししたところで

すが、その後の都道府県等からの様々な御照会を受け、今般、基本健康診査における基

本チェックリストの活用及び特定高齢者の決定までの流れ等について、別添のとおり作

成しましたので、貴管内の市町村に対し、周知方お願いします。

○ 基本チェックリストの活用について（案 （別添１））

（ ）（ ）○ 基本健康診査から介護予防ケアマネジメントまでの基本的な流れ 案 別添２

○ 特定高齢者の決定までの流れ（案 （別添３））

○ 基本健康診査における基本チェックリストの活用及び特定高齢者の決定までの流

れ等についてのＱ＆Ａ（別添４）

照 会 先

厚生労働省老健局老人保健課

担 当 課長補佐 神ノ田( )3965内

主 査 國 光( )3946内
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E-mail kunimitsu-ayano@mhlw.go.jp



（別添１）

基本チェックリストの活用について（案）

＜ 別紙１参照 ＞１ 基本チェックリストの構成

○ 24項目の質問項目及び体重・身長を加えた25項目で構成する

○ 介護予防プログラムとの対応関係は以下のとおり。

運動器の機能向上 (6)～(10)

栄養改善 (11)、(12)（BMI （身長、体重から算出））

口腔機能の向上 (13)～(15)

閉じこもり予防・支援 (16)、(17)

認知症予防・支援 (18)～(20)

うつ予防・支援 (21)～(25)

２ 基本チェックリストの活用

特定高齢者把握事業において、以下の事項に活用する。○

特定高齢者となる可能性がある「特定高齢者の候補者」の選定①

介護予防プログラムの②特定高齢者が参加することが望ましいと考えられる

判定

＜ 別添３「特定高齢者の決定までの流れ」を参照 ＞







（別添３）

特定高齢者の決定までの流れ（案）

○以下の１、２については、市町村が特定高齢者把握事業により実施する

、 。こととするが 地域包括支援センターに委託実施することが可能とする

１ 特定高齢者の候補者の選定

○老人保健事業における基本健康診査（以下「健診 ）の受診者及びその他」

様々な方法により把握された特定高齢者の可能性がある者が記入した基

以下の①から④のいずれかに該当する者を特本チェックリストをもとに、

定高齢者の候補者として選定する。

①うつ予防・支援関係の項目を除く20項目（1～19及びBMI）のうち

12項目以上該当する者

②運動器の機能向上5項目全て該当する者

③栄養改善2項目全て該当する者

④口腔機能の向上3項目全て該当する者

２ 特定高齢者の決定

○上記１により「特定高齢者の候補者」として選定された者について、基本チェッ

クリスト及び健診項目＜別紙２「生活機能評価の項目（案）」＞の結果等を踏ま

えて、＜別紙３「特定高齢者の決定方法」＞（１）～（６）により、参加することが望

ましいと考えられる介護予防プログラムを判定する。

○介護予防プログラムの判定にあたっては、地域包括支援センターにおける介

護予防ケアマネジメントと一体的に実施することが望ましい。

○健診以外の方法で把握された者で未受診の者に対しては、受診勧奨する。

→ （１）～（６）により、何らかのプログラムへの参加が望ましいと判定された

者を「特定高齢者」として決定する。

→ 特定高齢者のプログラムの参加については、地域包括支援センターにお

ける介護予防ケアマネジメントを経て、本人の意向や生活環境等も踏ま

え、介護予防ケアプランを作成する。



＜ 別紙2 ＞

生活機能低下の
早期発見に資する項目

安全管理に
関する項目

問 診

自覚症状・既往歴 等 ○ （全般） ○ （全般）

生活機能に関する項目（基本チェッ
クリスト参照）

○ （全般） ○ （全般）

身体計測

身長 ○ （栄養）

体重 ○ （栄養）

BMI ○ （栄養）

理学的検査

視診（口腔内を含む。） ○ （全般）

打聴診 ○ （全般）

触診（関節を含む。） ○ （全般）

※反復唾液嚥下テスト ○ （口腔）

血圧測定

血圧 ○ （運動器）

循環器検査

※心電図検査 ○ （運動器）

※貧血検査

赤血球数 ○ （運動器）

ヘモグロビン値 ○ （運動器）

ヘマトクリット値 ○ （運動器）

血液化学検査

※血清アルブミン検査 ○ （栄養）

下線部なしの項目は現行の老人保健事業の基本健康診査の項目を活用して実施する項目

（但し、※印は医師が選択して実施する項目）

下線部付きは、新たに基本健康診査に追加して実施する項目

項 目

生活機能評価の項目（案）

生活機能評価のデータは、
・ 高齢者の生活機能低下の早期把握
・ 地域包括支援センターにおける介護予防ケアマネジメント（本人同意の上）

に活用する。



＜ 別紙３ ＞

特定高齢者の決定方法（案）

○基本チェックリストにより、「特定高齢者の候補者」と選定された者について、老

人保健事業における基本健康診査の結果等を踏まえて、以下の（１）～（６）に

より、参加することが望ましいと考えられる介護予防プログラムを判定する。

○何らかの介護予防プログラムへの参加が望ましいと判定された者を「特定高齢

者」として決定する。

(1) 運動器の機能向上

基本チェックリスト(6)～(10)の全てに該当する者

ただし、うつ予防・支援関係の項目を除く 項目のうち 項目以上該当20 12
し 特定高齢者の候補者 と判定された者であって 基本チェックリスト(6)「 」 、

～(10)の全てには該当していない者について、以下に示す運動機能測定を行

った場合に３項目の測定の配点が５点以上となった場合については、該当す

る者とみなしてもよい。

運動機能測定項目 基準値 基準値に該当す

男性 女性 る場合の配点

握力（kg） ＜29 ＜19 2

開眼片足立時間（秒） ＜20 ＜10 2

10ｍ歩行速度（秒） ≧8.8 ≧10.0 3

(5ｍの場合） （≧4.4） （≧5.0）

配点合計 0-4点 … 運動機能の著しい低下を認めず

5-7点 … 運動機能の著しい低下を認める

(2) 栄養改善
①及び②に該当する者又は③に該当する者

①基本チェックリスト(11)に該当

②BMIが18.5未満

③血清アルブミン値3.5g/dl以下



(3) 口腔機能の向上
①、②及び③の全てに該当する者。

①基本チェックリスト(13)～(15)の全てに該当

②視診により口腔内の衛生状態に問題を確認

③反復唾液嚥下テストが3回未満

(4) 閉じこもり予防・支援

基本チェックリスト(16)に該当する者

（ (17)にも該当する場合は特に要注意 ）

(5) 認知症予防・支援

基本チェックリスト(18)～(20)のいずれかに該当する者

(6) うつ予防・支援

基本チェックリスト(21)～(25)で2項目以上該当する者

※ なお、

認知症及びうつについては、特定高齢者に該当しない場合においても、

可能な限り精神保健福祉対策の健康相談等により、治療の必要性等に

ついてアセスメントを実施し、適宜、受診勧奨や経過観察等を行うものと

する。



（別添４）

基本健康診査における基本チェックリストの活用及び特定高齢者

Q&Aの決定までの流れ等についての

（問１）基本チェックリスト（案）は、共通のものを使用する必要があるか

（答） 基本チェックリスト（案）は、約１万人を対象に実施した調査結果を踏まえて

作成したもので、一定の手法による特定高齢者の決定及び自治体間の介護予防

事業の効果を比較評価する際等に活用することを想定している。このため、基

本健康診査及び介護予防事業においては、基本チェックリスト（案）の内容を

共通に使用していただく必要があると考えている。

、 、 。なお その呼称や様式については 各自治体で独自に検討していただいてよい

（問２）基本健康診査に追加された生活機能評価の項目のうち、必須項目として実施す

るものはどれか

（答） 基本健康診査で実施する項目のうち、反復唾液嚥下テスト、心電図検査、貧血

検査、血清アルブミン検査については、実施が必要と考えられる者について医

師が選択して実施する項目とし、これらの項目以外は必須に実施する項目とす

ることを想定している。

なお、運動機能検査については、基本健康診査において実施する項目には含ま

ないこととする予定である。

（問３）健診担当医は、生活機能評価に関してどのような判定を行うのか。

（答） 現在、研究班において検討しているところであるが、参考までに＜別紙４＞に

現段階で検討している内容をお示しする。






